
○ 計画期間 ⇒５年を１期として実施（現在は第２期期間中）

○ 取組目標 ⇒「平均在院日数の短縮」と「特定健診等の実施率の向上」が柱

○ 計画期間 ⇒６年を１期として実施

○ 都道府県の取組目標を医療費適正化基本方針で告示（平成28年３月）

○ 具体的な医療費の見込みの算定式を平成28年11月4日に告示

・取組目標 ⇒適正化の取組目標として、「特定健診等の実施率の向上」に加え、
新たに「糖尿病の重症化予防の取組」、「後発医薬品の使用促進」、
「医薬品の適正使用（重複投薬、多剤投与の適正化）」を盛り込む

・入院医療費 ⇒「病床機能の分化・連携の推進の成果（改正医療法）」を踏まえ推計

根拠法 ：高齢者の医療の確保に関する法律

実施主体 ：都道府県

※ 国が策定する「医療費適正化基本方針」で示す取組目標・医療費の推計方法に即して、
都道府県が「医療費適正化計画」を作成。国は都道府県の計画を積み上げて
「全国医療費適正化計画」を作成。

【第１期（平成20～24年度）、第２期（平成25～29年度）】

【第３期（平成30～35年度）】

医療費適正化計画について
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医療費の見込み（目標）と個別の取組目標との関係の整理

◎高齢者の医療の確保に関する法律 第９条 ※平成27年改正後
２ 都道府県医療費適正化計画においては、当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果

並びに住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令
で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み（第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費
用の目標」という。）に関する事項を定めるものとする。

３ 都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるもの
とする。
一 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
三 前二号の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
四～六 （略）

＜医療費の見込みの推計式（必須）＞

＜個別の取組目標（任意）＞

○ 医療費の見込みの推計式については、医療費適正化基本方針（平成28年３月告示）で示した医療費の見込み
の算定方法の考え方を踏まえ、以下のように整理。
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医療費の見込み（高齢者医療確保法第９条第２項）

・自然体の医療費見込み ▲後発医薬品の普及（80％）による効果
▲特定健診・保健指導の実施率の達成（70％、45％）による効果

▲外来医療費の1人当たり医療費の地域差縮減を目指す取組の効果

・病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえた推計

○ 個別の取組目標については、任意記載事項となっているが、各都道府県は、マクロの医療費の見込み
を達成できるような取組目標を定めていただきたい。
※都道府県が独自に設定する取組による効果を盛り込むことは可能。

入院外等

入院
・糖尿病の重症化予防の取組
・重複投薬、多剤投与の適正化




